
申 告 書

申告はパソコン・スマートフォンからが便利
確
定
申
告

市・県
民
税
の
申
告

「国税庁ホームページ」へアクセス

申告書を作成
源泉徴収票や領収証など、収入や控除に関す
る書類をもとに、画面の案内に従って金額な
どを入力するだけで申告書が作成できます。

「確定申告」でウェブ検索してく
ださい。スマートフォンは QR 
コードからアクセスできます。

申告書は、本市公式ウェブサ
イトの「住民税申告書作成・
試算システム」で作成できま
す。申告書を印刷して、関係
書類とともに各申告会場へ持参、また
は市民税課へ郵送してください。
※ファクシミリ、電子メールでは受付
けていません。
※令和 6年度版住民税申告書作成・試
算システムは1月下旬運用開始予定
です。詳しくは市民税課へお問い合
わせください。

マイナンバーカードを使って送信 印刷して
提出【必要なもの】

・マイナンバーカード
・IC カードリーダライタ または
マイナンバーカード読み取り対応
のスマートフォン

ID とパスワードで送信
事前に ID・パスワード発行
の届出が必要です。届出は、
申告する本人が顔写真付きの
本人確認書類を持参のうえ、
鳥取税務署で行ってください。

鳥取税務署
へ郵送など
で提出して
ください。

STEPSTEP

STEPSTEP

STEPSTEP
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確定申告 検索

申請方法は
3つあります

自宅で完結

■
還
付
申
告

　
次
の
場
合
な
ど
、
確
定
申
告
を
す

る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
還

付
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
年
の
中
途
で
退
職
し
、
再
就
職
し

て
い
な
い
場
合

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

や
災
害
・
盗
難
な
ど
の
損
害
を
受

け
た
場
合

③
住
宅
の
取
得
や
一
定
の
増
改
築
の

た
め
に
、
銀
行
な
ど
か
ら
借
り
た

住
宅
資
金
の
借
入
金
残
高
が
あ
る

場
合

④
年
末
調
整
後
に
配
偶
者
の
所
得
や

扶
養
親
族
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

⑤
そ
の
他
各
種
控
除
を
適
用
す
る
場
合

※
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
医
療
費
控
除
明
細
書

を
作
成
の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
医
療
費
の
領
収
証
な
ど
は
提

出
せ
ず
、
個
人
で
５
年
間
保
存
し

て
く
だ
さ
い
。

▼ 

確
定
申
告

　
確
定
申
告
が
必
要
な
人
は
次
の
と
お

り
で
す
。

【
給
与
所
得
が
あ
る
人
】

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
な
ど

①
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

②
給
与
所
得
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
い
、

主
な
給
与
以
外
の
給
与
収
入
と
給
与

所
得
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

※
②
③
が
、
20
万
円
以
下
の
場
合
で
も

市
・
県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

【
給
与
以
外
の
所
得
が
あ
る
人
】

　
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
次
に
該
当
す
る
人
な
ど
で

所
得
の
合
計
額
が
各
種
所
得
控
除
の
合

計
額
よ
り
も
多
か
っ
た
人

①
事
業（
商
業
・
農
業
な
ど
）を
営
ん
だ
人

②
地
代
・
家
賃
な
ど
の
不
動
産
収
入
が

あ
っ
た
人

③
雑
所
得
（
個
人
年
金
、
太
陽
光
発
電

の
売
電
収
入
な
ど
）
が
あ
っ
た
人

④
一
時
所
得
（
保
険
の
満
期
受
取
金
な

ど
）
が
あ
っ
た
人

⑤
土
地
や
建
物
、
株
式
を
売
却
し
た
人

※
事
業
所
得
を
申
告
す
る
際
に
は
、
通

帳
や
領
収
書
、
帳
簿
な
ど
か
ら
収
支

内
訳
書
の
作
成
が
必
要
で
す
。

【
年
金
所
得
の
あ
る
人
】

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
な
ど

①
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
を
超
え
る
人

②
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
人

③
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人

▼ 

市
・
県
民
税
の
申
告

　
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市
に

住
所
が
あ
る
人
、
ま
た
は
住
所
は
な
い

が
生
活
の
拠
点
が
本
市
に
あ
る
人
は

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
申
告

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
確
定
申
告
を
し
た
人

②
年
末
調
整
を
受
け
た
給
与
所
得
以
外

の
所
得
が
な
い
人

③
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
人

※
確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
人
で
、『
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
』
に
記
載

さ
れ
て
い
る
控
除
以
外
の
各
種
控
除

（
扶
養
、
社
会
保
険
料
、
生
命
保
険

料
な
ど
）の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
所
得
が
な
か
っ
た
場
合
で

も
、
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

「
所
得
額
が
０
円
」
の
申
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
５
年
中
に
市
・
県
民
税
の
申
告

書
を
提
出
し
た
人
（
確
定
申
告
を
し

た
場
合
な
ど
を
除
く
）
に
は
、「
令

和
６
年
度
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
」

を
１
月
末
ご
ろ
郵
送
し
ま
す
。

申
告
は
早
め
の
準
備
と
行
動
を
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確
定
申
告
、
市
・
県
民
税
の
申
告
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
今
年
も
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
の
感
染
症
の
防
止
策
を
講
じ
て
申
告
会

場
を
開
設
し
ま
す
。
来
場
の
際
は
、
感
染
予
防
対
策
と
と
も
に
、
資
料
作
成
な
ど
事
前

準
備
を
し
て
滞
在
時
間
の
短
縮
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
会
場
の
過
密
化

を
避
け
る
た
め
、
自
宅
で
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
告
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
の
詳
し
い
情

報
は
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■特集　申告は早めの準備と行動を

■確定申告
と　き 2 月16 日（金）～ 3 月15日（金）9:00 ～ 17:00
	 （受付		8:30 ～ 16:00）※土・日・祝日は除く
ところ 駅南庁舎（さざんか会館隣）地階第 5 会議室

【休日申告】２月 25 日（日）9:00 ～ 17:00
※確定申告会場への入場には、入場整理券（当日配布分（枚数に限り有）
または LINE予約）が必要です。

※確定申告会場では、原則としてご自身のスマホを利用して確定申告書
などを作成していただきます。

※マイナンバーカードをお持ちの人は、利用者証明用電子証明書（数字
4桁）および署名用電子証明書（英数字6文字～ 16文字）のパスワー
ドが必要ですので、あらかじめご準備ください。

■市・県民税の申告
と　き 2 月 16 日（金）～ 3 月15 日（金）9:00 ～ 17:00
	 （受付		8:30 ～ 16:00）※土・日・祝日は除く
ところ 駅南庁舎 地階第 4 会議室

【休日申告】２月 18 日（日）・25 日（日）9:00 ～ 17:00

※各総合支所地域の確定申告、市・県民税の申告の日程は、総合支
所だより1月号または２月号でご確認ください。

※各申告会場開設期間中は、鳥取税務署および市役所本庁舎での申
告・相談は受け付けていません。ご注意ください。

申  告  会  場
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